
米子市監査委員告示第９号 

 

定期監査の結果に関する報告の公表について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により実施

した定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定により、次のとおり公

表する。 

 

  平成３０年１１月１３日 

 

               米子市監査委員 陶 山   晃 

               米子市監査委員 野 坂 正 史 

米子市監査委員 安 田   篤 

 

１ 監査の対象 

学校教育課 

２ 監査の範囲 

  主として平成３０年４月１日から同年７月末日までに執行された財務に関

する事務 

３ 監査期日 

  平成３０年９月２８日 

４ 監査を執行した監査委員 

陶山 晃・野坂正史・安田 篤 

５ 監査対象の概要 

学校教育課の課及び係の配置は別図のとおりで、所掌する事務は次のとお

りである。 

（１）学校教育の企画及び運営に関すること。 

（２）人権教育に関すること。 

（３）教育関係者の叙位叙勲の内申に関すること。 

（４）学事証明に関すること。 

（５）学校保健に関すること。 



（６）総合的な子育て相談に関すること（福祉保健部健康対策課並びに福祉保

健部こども未来局こども相談課及び福祉保健部こども未来局子育て支援課

と共管）。 

また、平成３０年度一般会計歳入歳出予算執行状況（平成３０年７月末日

現在）は別表のとおりであった。 

６ 監査の主眼点 

予算の執行と経理事務及び物品の管理事務を重点とし、財務に関する事務

が法令等に準拠して、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼に実

施した。 

７ 監査の方法 

  全件又は抽出により関係書類の検査及び関係職員からの聴き取りを行い、

必要に応じ実査した。 

８ 監査の結果 

  監査の結果については、次のとおりである。また、改善又は検討を要する

事項については、当該箇所に述べるとおりである。 

  なお、事務処理上細部にわたる留意すべき事項は、監査の時点で口頭によ

り指摘したので、本報告には省略した。 

（１）予算の執行と経理事務 

ア 旅行に関する事務については、支出負担行為日を誤っているものがあ

ったので、米子市予算の編成及び執行に関する規則（平成１７年米子市

規則第４５号）の規定に基づき、今後、適正に処理すること。 

イ 収入に関する事務については、次のとおりであった。 

（ア）国庫支出金においては、調定をしていないものがあったので、米子

市会計規則（平成１７年米子市規則第４４号）の規定に基づき、今後、

適正に処理すること。 

（イ）県支出金においては、次の不適切な処理があった。 

ａ 補助金の交付申請書を提出する際に、財政課長に協議していない

ものがあったので、米子市予算の編成及び執行に関する規則の規定

に基づき、今後、適正に処理すること。 

ｂ 調定をしていないものがあったので、米子市会計規則の規定に基

づき、今後、適正に処理すること。 

（ウ）諸収入においては、納入期限を誤っているものがあったので、米子



市会計規則の規定に基づき、今後、適正に処理すること。 

ウ 報酬に関する支出事務については、適正に処理されていた。 

エ 報償費に関する支出事務については、適正に処理されていた。  

オ 需用費に関する支出事務については、適正に処理されていた。  

カ 役務費に関する支出事務については、適正に処理されていた。 

キ 委託料に関する支出事務については、適正に処理されていた。 

ク 使用料及び賃借料に関する支出事務については、適正に処理されてい

た。 

ケ 備品購入費に関する支出事務については、適正に処理されていた。 

コ 負担金及び補助金に関する支出事務については、適正に処理されてい

た。 

サ 扶助費に関する支出事務については、支出負担行為日を誤っているも

のがあったので、米子市予算の編成及び執行に関する規則の規定に基づ

き、今後、適正に処理すること。 

シ 時間外勤務に関する事務については、適正に処理されていた。 

（２）物品の管理事務 

ア 備品の管理に関する事務については、備品台帳を基に、現品と照合し

た結果、数量は符合した。 

イ 郵便切手類の管理に関する事務については、郵便切手類出納（受払）

簿を基に、現品と照合した結果、数量は符合した。また、郵便切手類は、

施錠することができる場所に保管されていた。 
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別 表  平成３０年度一般会計歳入歳出予算執行状況 
（平成３０年７月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳     入

費 目
Ａ

予 算 現 額
Ｂ

調 定 額
Ｃ

収 入 済 額
Ｂ － Ｃ
収 入 未 済 額

Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

教育費国庫補助金 4,318,000 766,000 0 766,000 0.0 0.0

教 育 費 県 補 助 金 8,806,000 472,580 0 472,580 0.0 0.0

教 育 費 委 託 金 5,299,000 5,253,880 0 5,253,880 0.0 0.0

雑 入 6,501,000 4,333,820 4,333,820 0 66.7 100.0

合 計 24,924,000 10,826,280 4,333,820 6,492,460 17.4 40.0

　( 単位 ; 円 . パーセント )

歳     出

費 目
Ａ

予 算 現 額
Ｂ

支出負担行為額
Ｃ

支 出 済 額
Ａ － Ｃ
予 算 残 額

Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

事 務 局 費 88,009,000 48,092,324 25,680,064 62,328,936 29.2 53.4

小 学 校 費
学 校 管 理 費

11,935,000 9,096,787 7,527,181 4,407,819 63.1 82.7

小 学 校 費
教 育 振 興 費

90,615,000 18,306,060 17,837,960 72,777,040 19.7 97.4

中 学 校 費
学 校 管 理 費

1,696,000 1,183,946 965,246 730,754 56.9 81.5

中 学 校 費
教 育 振 興 費

96,747,000 25,307,146 25,307,146 71,439,854 26.2 100.0

保 健 体 育 総 務 費 133,853,000 34,187,954 34,183,256 99,669,744 25.5 100.0

合 計 422,855,000 136,174,217 111,500,853 311,354,147 26.4 81.9

( 単位 ; 円 . パーセント )


